
 

バス事業のあり方検討会（第７回） 

 

日 時：平成２３年 ５月２７日（金） 

１０：００～１２：００  

                   場 所：合同庁舎第７号館   

９階共用会議室１ 

 

 

議  事  次  第 

 

１．開 会 

２．中間報告書案について 

３．質疑 

４．その他 

５．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 配布資料 

・資料１  検討会委員名簿 

      第７回検討会出席者名簿 

・資料２  配席図 

・資料３  「バス事業のあり方検討会」中間報告書案（委員限り） 

（参考資料） 

 ・高速乗合バスと高速ツアーバス 

 ・高速乗合バスと高速ツアーバスの輸送人員の推移 

 ・高速乗合バスと高速ツアーバスの関係の変遷 

 ・新たな高速バスサービスの事業モデル 

 



バス事業のあり方検討会委員 

 

学識経験者 竹内 健蔵 東京女子大学教授 

若林亜理砂 駒澤大学教授 

加藤 博和 名古屋大学准教授 

有 識 者 秋池 玲子 ボストンコンサルティンググループパートナー 

            ＆ディレクター 

和田由貴夫 バスラマ・インターナショナル編集長 

業界関係者 小田 征一 (社)日本バス協会理事・高速バス委員長 

（京成バス(株)代表取締役会長） 

富田 浩安 (社)日本バス協会理事・貸切委員長 

（日の丸自動車興業(株)代表取締役社長） 

上杉 雅彦 (社)日本バス協会理事・地方交通委員長 

（神姫バス(株)代表取締役社長） 

興津 泰則 (社)日本旅行業協会国内・訪日旅行業務部長 

島﨑 有平 (社)全国旅行業協会専務理事 

村瀬 茂高 高速ツアーバス連絡協議会会長 

（WILLER TRAVEL(株)代表取締役） 

成定 竜一 高速ツアーバス連絡協議会事務局長 

佃  栄一 日本鉄道労働組合連合会自動車連絡会代表幹事 

      鎌田 佳伸 全国交通運輸労働組合総連合 

              軌道・バス部会事務局長 

      清水 昭男 日本私鉄労働組合総連合会交通政策局長 

行政関係者 門野 秀行 国土交通省大臣官房審議官(自動車交通局) 

加藤 隆司 国土交通省自動車交通局総務課長 

      渡辺 秀樹 国土交通省自動車交通局安全政策課長 

      舩曵 義郎 国土交通省自動車交通局旅客課長 

      廣瀬 正順 国土交通省自動車交通局旅客課 

              新輸送サービス対策室長 

      秋田 未樹 関東運輸局自動車交通部長 

      鈴木 昭久 観光庁観光産業課長 

      入谷  誠 警察庁交通局交通企画課長 

 

（順不同、敬称略） 
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バス事業のあり方検討会（第７回出席者） 

 

【委員】 

竹内 健蔵  東京女子大学教授 

若林亜理砂  駒澤大学教授 

加藤 博和  名古屋大学准教授 

秋池 玲子  ボストンコンサルティンググループパートナー＆ディレクター 

和田由貴夫  バスラマ・インターナショナル編集長 

小田 征一  (社)日本バス協会理事・高速バス委員長（京成バス㈱代表取締役会長） 

富田 浩安  (社)日本バス協会理事・貸切委員長（日の丸自動車興業㈱代表取締役社長） 

上杉 雅彦  (社)日本バス協会理事・地方交通委員長（神姫バス㈱代表取締役社長） 

興津 泰則  (社)日本旅行業協会国内・訪日旅行業務部長 

島﨑 有平  (社)全国旅行業協会専務理事 

村瀬 茂高  高速ツアーバス連絡協議会会長（WILLER TRAVEL㈱代表取締役） 

成定 竜一  高速ツアーバス連絡協議会事務局長 

鎌田 佳伸  全国交通運輸労働組合総連合（交通労連）軌道・バス部会事務局長 

細川  健  全日本交通運輸産業労働組合協議会事務局次長【清水委員代理】 

佃  栄一  日本鉄道労働組合連合会（ＪＲ連合）自動車連絡会代表幹事 

 

門野 秀行  国土交通省大臣官房審議官（自動車交通局） 

加藤 隆司  国土交通省自動車交通局総務課長 

渡辺 秀樹  国土交通省自動車交通局安全政策課長 

舩曵 義郎  国土交通省自動車交通局旅客課長 

廣瀬 正順  国土交通省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室長 

秋田 未樹  関東運輸局自動車交通部長 

鈴木 昭久  観光庁観光産業課長 

中村振一郎  警察庁交通局交通企画課課長補佐【入谷委員代理】 

 

【事務局】 

谷口 礼史  国土交通省自動車交通局旅客課バス産業活性化対策室長 

曽根 辰美  国土交通省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室専門官 

石嶋 隆之  国土交通省自動車交通局旅客課専門官 

鈴木 充生  国土交通省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室係長 

滝澤  朗  国土交通省自動車交通局旅客課係長 

益森 芳成  社会システム㈱社会経済部交通企画調査室長 

（順不同、敬称略） 
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高速乗合バスと高速ツアーバス

＜高速乗合バスの事業 デル＞ ＜高速 バ 事業 デ ＞＜高速乗合バスの事業モデル＞ ＜高速ツアーバスの事業モデル＞

旅行業者 利用者
企画旅行契約

＜旅行業法＞

利用者乗合バス事業者

乗合運送契約
貸切運送契約

貸切バス事業者Ａ 貸切バス事業者Ｂ 貸切バス事業者Ｃ

＜道路運送法＞

運転者・車両

運転者・車両

貸切バス事業者Ａ

運転者・車両

貸切バス事業者Ｂ

運転者・車両

貸切バス事業者Ｃ

提供商品：２地点間を定時定路線で結ぶ
提供商品：バスによる２地点間の移動を内容

とする旅行（実質的に定時定路線）
乗合バス輸送

契約主体＝輸送主体：乗合バス事業者
主な事業者：ＪＲバス関東、京王バス

契約主体：旅行業者
［主な事業者：ウィラートラベル、オリオンツアー 等］

西鉄バス 等 輸送主体：貸切バス事業者（主に中小事業者）

※通常、実際に運行する貸切バス事業者の名前は
当日まで旅行者に知らされない。
夜 朝 時 帯 発着が中心※深夜早朝の時間帯の発着が中心



高速乗合バスと高速ツアーバスの輸送人員の推移

近年、高速乗合バスと類似したサービスを提供する高速ツアーバスの成長が顕著
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高速乗合バスと高速ツアーバスの関係の変遷

規制緩和前 規制緩和直後（Ｈ１４～） 現在規制緩和前

免許制のもと高速乗合バスの経営を保護

規制緩和直後（Ｈ１４～）

高速乗合バスの免許制（需給調整
制度）を廃止

現在

高速乗合バスの需要への侵食を
防止するため、ツアーバスの通年
運行は行わないよう指導

理念的には競合

異なる規制のもと、市場に
おいて実際に競合

運行は行わないよう指導

貸切バス事業についてはＨ１２に免許制
（需給調整制度）を廃止

スキーバス・帰省バスなど一定期間に限り
２地点間を結ぶ高速ツアーバスは従来から
存在

免許制廃止に伴い、理念的には高速乗
合バスとツアーバスは競合可。

インターネットの普及等によりツアーバスの利用者
が急増し、「停留所の問題」、「貸切バス事業者の
安全性の問題」が顕在化

貸切バス事業者数は、規制緩和前の2,122者存在

規制緩和前より乗合バス事業と貸切バス事業
の安全基準は基本的に同じ

合 とツア は競合可。

ただし、実際には競合するケースは限ら
れていた。

（H10）から4,392者（H21）に増加。
また、車両数は36,508台（H10）から46,676台
（H21）に増加



＜高速乗合バスの事業 デル＞ ＜高速乗合バス「運行委託」モデル（案）＞

新たな高速バスサービスの事業モデル

利用者乗合バス事業者

乗合運送契約

＜高速乗合バスの事業モデル＞

利用者

＜高速乗合バス「運行委託」モデル（案）＞

乗合バス事業者

乗合運送契約＜道路運送法＞

＜道路運送法＞

運転者・車両

利用者

運転者・車両

乗合バス事業者 ＜道路運送法＞

＜高速ツア バスの事業モデル＞＜高速ツアーバスの事業モデル＞

旅行業者 利用者
企画旅行契約 運行委託契約 国土交通大臣の許可

※道路運送法第３５条に規定する
「事業の管理の受委託」の許可

＜旅行業法＞

貸切運送契約

貸切バス事業者Ａ 貸切バス事業者Ｂ 貸切バス事業者Ｃ 乗合バス事業者Ａ 貸切バス事業者Ｂ 貸切バス事業者Ｃ

運転者・車両

貸切バス事業者Ａ

運転者・車両

貸切バス事業者Ｂ

運転者・車両

貸切バス事業者Ｃ

運転者・車両

乗合バス事業者Ａ

運転者・車両

貸切バス事業者Ｂ

運転者・車両

貸切バス事業者Ｃ


